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○広島県立佐伯高等学校下宿改修費補助金交付要綱

平成２９年１２月２８日

告示第２４７号

（目的）

第１条 市は、広島県立佐伯高等学校（以下「佐伯高校」という。）の活

性化と生徒の確保を図るため、下宿して通学する佐伯高校の生徒のため

に所有又は管理する建物の一部又は全部を貸し付けしようとする者（現

に貸し付けている者を含む。）が行う当該建物を下宿として整備するた

めに必要な改修、設備等の設置に要する経費に対し、予算の範囲内にお

いて補助金を交付するものとし、その交付に関しては、廿日市市補助金

等交付規則（平成５年規則第１０号。以下「規則」という。）に規定す

るもののほか、この要綱に定めるところによる。

（一部改正〔令和４年告示２５９号〕）

（補助対象者）

第２条 この補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）

は、所有又は管理している建物の一部又は全部を、下宿して通学する佐

伯高校の生徒に貸し付けすることを、あらかじめ市に申し出た者のうち、

貸し付けしようとする建物が、佐伯高校の生徒のための下宿として提供

できるものであると市長が認めたものを所有するもの又は管理するもの

のいずれかであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 市税及び使用料の滞納がある者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第６号に規定する暴力団員である者

(3) 前号に該当する者と対象物件において同居している者

（一部改正〔令和４年告示２５９号〕）

（補助事業）

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、

佐伯高校の生徒が下宿するために必要な整備を図るために、次に掲げる

改修工事及び設備等の設置を行う事業（過去５年以内にこの要綱の補助
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制度の対象となった工事等及び他の補助制度等を利用する場合であって、

その補助制度等の対象となる工事等を除く。）とする。

(1) 台所、浴室、便所、洗面所、脱衣室等の改修工事

(2) 生徒が居住する部屋の内装等の改修工事

(3) 生徒が生活していく上で、必要な設備等の設置及びそれに伴う改修

工事

(4) その他市長が適当と認める改修工事

２ 前項の補助事業を実施して補助金の交付を受けた者は、当該補助事業

に係る下宿（実際に下宿する生徒が無い場合を含む。）について、少な

くとも３年以上継続しなければならないものとする。

（一部改正〔令和４年告示２５９号〕）

（補助金の額等）

第４条 補助金の額は、次の表左欄に定める算式により算定した額（その

額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、

当該額が同表右欄に掲げる額を超えるときは、同表右欄に掲げる額とす

る。この場合において、下宿を受け入れる生徒が４人を超えるときは、

当該超えた人数１人につき５万円を限度額に加えるものとする。

２ この補助金は、補助対象者に対して、１会計年度につき１回に限り交

付する。

３ 前項の規定にかかわらず、既にこの補助金の交付を受けた者が、当該

補助金の交付後に、貸し付けする生徒の人数を増やすためにさらに改修

を行う場合は、そのために必要な補助事業に要する経費について、第１

項の規定により補助金を交付することができる。この場合において、同

項の表中「５０万円」とあるのは、「１５万円」と読み替えるものとす

る。

４ 第１項の規定により算定した補助金額の交付を受けた後、新たに第３

条第１項に定める補助事業を実施する場合の補助金の額等については、

補助金の額 限度額

補助事業に要する経費×１／２ ５０万円
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第１項の表中「５０万円」とあるのは「１５万円」と読み替えるものと

する。

（一部改正〔令和４年告示２５９号・２９０号〕）

（補助金の交付の申請）

第５条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」とい

う。）は、広島県立佐伯高等学校下宿改修費補助金交付申請書（別記様

式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の内訳が明記されている工事請負契約書又

は見積書の写し

(2) 対象物件の位置、改修予定箇所の場所及び改修の内容が確認できる

書類

(3) 改修予定箇所の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

（補助金の交付の決定）

第６条 市長は、補助金を交付すべきものと認めたときは、広島県立佐伯

高等学校下宿改修費補助金交付決定通知書（別記様式第２号）により、

補助金を交付することが不適当であると認めたときは、広島県立佐伯高

等学校下宿改修費補助金不交付決定通知書（別記様式第３号）により、

申請者に通知するものとする。

（申請の取下げ）

第７条 申請者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該

通知に係る補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服がある場

合で申請の取下げをするときは、広島県立佐伯高等学校下宿改修費補助

金交付申請取下書（別記様式第４号）を市長に提出しなければならない。

この場合において、規則第７条第１項の市長が定める期日は、前条の規

定による交付の決定の通知を受けた日の翌日から起算して３０日以内と

する。

（変更の承認の申請）
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第８条 第６条の規定による補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付

決定者」という。）は、申請の内容を変更しようとするとき（市長が軽

微なものと認めた場合を除く。）は、広島県立佐伯高等学校下宿改修費

補助金変更承認申請書（別記様式第５号）に変更する内容が確認できる

書類を添えて、遅滞なく市長に提出し、その承認を得なければならない。

２ 交付決定者は、補助事業を中止しようとするときは、広島県立佐伯高

等学校下宿改修費補助金中止承認申請書（別記様式第６号）を遅滞なく

市長に提出し、その承認を得なければならない。

（変更の承認）

第９条 市長は、前条の規定による承認の申請があったときは、その内容

を審査し、承認すべきと認めたときは、広島県立佐伯高等学校下宿改修

費補助金変更等承認通知書（別記様式第７号）により交付決定者に通知

するものとする。

（実績報告）

第１０条 交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して３０日を経

過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいず

れか早い日までに、広島県立佐伯高等学校下宿改修費補助金実績報告書

（別記様式第８号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。

(1) 補助事業に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収書の写し

(2) 補助事業が完了したことが確認できる写真

(3) その他市長が必要と認める書類

（補助金の額の確定）

第１１条 市長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、広島県立佐

伯高等学校下宿改修費補助金確定通知書（別記様式第９号）により交付

決定者に通知するものとする。

（補助金の請求及び交付）

第１２条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、当該通知を受け

た日の翌日から起算して３０日以内に広島県立佐伯高等学校改修費補助
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金交付請求書（別記様式第１０号）を市長に提出し、補助金の交付の請

求をするものとする。

２ 市長は、前項の規定による補助金の交付の請求があったときは、速や

かに交付決定者に補助金を交付するものとする。

（決定の取消し）

第１３条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 規則、この要綱又は補助金の交付の決定に付した条件に違反したと

き。

(2) この要綱により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが不適当

であると認めたとき。

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り

消したときは、広島県立佐伯高等学校下宿改修費補助金交付決定（全部・

一部）取消通知書（別記様式第１１号）により交付決定者に通知するも

のとする。

（補助金の返還）

第１４条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合

において、既に補助金が交付されているときは、広島県立佐伯高等学校

下宿改修費補助金返還命令書（別記様式第１２号）により交付決定者に

その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

２ 前項の規定による返還命令を受けた者は、命令を受けた日から２０日

以内に補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

（状況報告）

第１５条 市長は、対象物件の状況を確認するため必要があると認めると

きは、補助事業の実施中及び実施後において、交付決定者に報告を求め

ることがある。

２ 前項の規定による報告を求められたときは、交付決定者は、これに応

じなければならない。
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（実施規定）

第１６条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項

は、別に定める。

附 則

１ この告示は、平成３０年１月４日から施行する。

２ この告示の際現に、広島県立佐伯高等学校活性化支援事業補助金交付

要綱第２条第２号の規定により、佐伯高校の生徒に下宿を提供する者に

対して交付した補助金に係る生徒の居室等に係る改修工事、設備等の設

置を行う事業は、この要綱の規定により補助金の交付を受けているもの

とみなす。

附 則（令和元年６月２５日告示第２６号）

この告示は、令和元年７月１日から施行する。

附 則（令和４年１０月６日告示第２５９号）

この告示は、令和４年１０月６日から施行する。

附 則（令和４年１２月２２日告示第２９０号）

１ この告示は、令和４年１２月２２日から施行し、改正後の規定は、令

和４年４月１日から適用する。

２ この告示による改正後の広島県立佐伯高等学校下宿費等補助金交付要

綱（以下「改正後の要綱」という。）の規定を適用する場合においては、

この告示による改正前の広島県立佐伯高等学校下宿費等補助金交付要綱

の規定に基づいて交付された補助金は、改正後の要綱の規定により交付

された補助金の内払とみなす。

附 則（令和６年８月２１日告示第２１１号）

この告示は、令和６年８月２１日から施行する。

（別記）
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様式第１号（第５条関係）

（一部改正〔令和元年告示２６号・４年２９０号・６年２１１号〕）

様式第２号（第６条関係）

（一部改正〔令和元年告示２６号〕）

様式第３号（第６条関係）

（一部改正〔令和元年告示２６号〕）

様式第４号（第７条関係）

（一部改正〔令和元年告示２６号・６年２１１号〕）

様式第５号（第８条関係）

（一部改正〔令和元年告示２６号・６年２１１号〕）

様式第６号（第８条関係）

（一部改正〔令和元年告示２６号・６年２１１号〕）

様式第７号（第９条関係）

（一部改正〔令和元年告示２６号〕）

様式第８号（第１０条関係）

（一部改正〔令和元年告示２６号・６年２１１号〕）

様式第９号（第１１条関係）

（一部改正〔令和元年告示２６号〕）

様式第１０号（第１２条関係）

（一部改正〔令和元年告示２６号・６年２１１号〕）

様式第１１号（第１３条関係）

（一部改正〔令和元年告示２６号〕）

様式第１２号（第１４条関係）

（一部改正〔令和元年告示２６号〕）


